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第５１号 （平成３０年７月２日） 

障害年金センター 

第 ４ 回 ! 

 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務で

の注意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。 

 毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

  

さて、今回のテーマは、                             です！ 障害基礎年金 受付点検の留意点 

          じめじめした梅雨の時期も過ぎ、

日差しがまぶしい、本格的な夏がやってきました。室内

でも熱中症になってしまう方も多いようです。小まめな

水分補給を心掛け、この夏も元気に乗り切りましょう！ 

 さて、本号では、５年後納制度の終了に伴うお知らせ

文書や２０歳到達者への届出勧奨に同封のリーフレット

について、様式を掲載しています。また、障害年金講座

では、窓口点検時に早速活用いただけるよう留意点をま

とめて掲載していますので、是非ご覧ください。 

 市区町村の皆様方には、引き続きご理解とご協力をい

ただきますようよろしくお願いいたします。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij3rm3j93VAhWEgLwKHfh_C5UQjRwIBw&url=http://taxxreturn.com/category/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89/&psig=AFQjCNGfiPYcOUVektH6ehEiejsvb-AbIA&ust=1503019764330796
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障害基礎年金 受付点検の留意点 
 

 年金請求書の記入項目の点検について、特に注意していただきたいポイントは、以下のとおり
です。各項目記入漏れ等のないよう確認をお願いします。 

July2018＜Vol.５1＞    

「基礎年金番号」だけでなく
「個人番号」の記入でも請求
可能です。 

フリガナが一致しているか。 
受付印を押印。 
再受付の場合は、余白に改めて押印。 

郵便番号を記入しているか。 

「郡」に該当する場合は、
「郡」から記入しているか。 

住所やアパート名などの
フリガナを記入しているか。 

請求者自ら署名する場合は、
押印不要。 
（代理人等が記入した場合は、

押印が必要。） 

次のいずれかが必要です。 
 
①預金通帳のコピー（口座名義人のフリガナ、預金種別、

口座番号が確認できるページ）を添付 
②金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄へ「確認した旨の
表示」＋「市区町村窓口確認者の私印」 

③金融機関の証明 

ゆうちょ銀行の場合 
※本誌５頁の記入例を参照 

生計を同じくする①②の子がいる場合、
記入しているか。 
①18歳未満の子（18歳を過ぎて最

初の3月末までの子） 
②障害のある20歳未満の子（診断
書の添付が必要） 
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日本年金機構使用欄 

いずれかに○があるか。 請求手続き中の場合も記入しているか。 

配偶者がいる場合は、
年金受給の有無に関係
なく記入しているか。 
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「2 事後重症による請求」の場合は、必ず記入しているか。 
 
「理由3 その他」に○をつけた場合は、その理由※が必要。 

※例:認定日時点の診断書が取得できないため。 
（遡って認定日請求ができるため「制度を知らなかった」などは
適切な理由ではありません。） 

いずれかに必ず○があるか。 

請求意思確認のため、訂正がある場合は、訂正印※が

あるかを確認。 

※表紙の⑩欄と同じ印。 

診断書「①障害の
原因となった傷病
名」欄の病名が複

数の場合は、傷病
ごとに傷病名を記
入しているか。 

病歴就労状況等申立書との
整合性がとれているか。 

診断書の治った日
（症状固定日）
が障害認定日（1

年6月）より前の
日付の場合は、記
入しているか。 

「1 はい」の場合、第三者行為事故
状況届を添付しているか。 

表紙㋐欄に記入している場合は、
㋖欄にも記入しているか。 

請求者自ら署名する場合は、押印不要。 
（代理人等が記入した場合は、押印※が必要。） 
※⑩欄と同じ印 

印 

診断書「①障害の
原因となった傷病
名」欄の病名※を

記入しているか。 
※請求する傷病名
を記入。 
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「ゆうちょ銀行」を振込先とする場合の記入例 
 

記 
入 
例 
① 

記 
入 
例 
② 

年 金      太 郎 
ネ ン キ ン          タ ロ ウ 

１ ０ １ ２ ０     １ ０ １ ２ ３ ４ ５ １ 

１ ９ ０ ０ ０  ２    ７ ６ ５ ４ ３ ２ １  

年 金      花 子 
ネ ン キ ン          ハ ナ コ 

ゆうちょ銀行の通帳記号に枝番

（ハイフンに引き続く数字）がある

場合のみ記入。 



（ ●…毎年定例の実施分   ●…今回限りの単発実施分   ●…新規の実施分 ） 
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 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 平成３０年度（平成３０年７月から平成３１年３月）に、日本年金機構において実施

を予定している取組事業や各種発送物の送付時期につきまして、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 ※ 変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

  平成３０年７月 

● 国民年金保険料の継続免除制度の改正の施行 

→ 詳細は、本誌８頁～９頁をご確認ください。 

● 国民年金保険料納付書の送付（７月定時分・過年度分） 

● ５年後納制度のお知らせの送付 

→ 詳細は、本誌１１頁～１３頁をご確認ください。 

● 受給資格期間の短縮にかかる年金請求書未提出者へのお知らせハガキの送付 

機構からの連絡 

平成３０年度における各種取組事業のスケジュールについて 
                         （事業推進統括部 市区町村連携グループ） 

  平成３０年８月 

● ５年後納制度のお知らせの送付 

 → 詳細は、本誌１１頁～１３頁をご確認ください。 

  平成３０年９月 

● 平成３１年分扶養親族等申告書の送付 

● 国民年金保険料の５年後納制度終了（９月末） 
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  平成３０年１１月 

● 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付 

● ねんきん月間・年金の日（１１月３０日） 

● 国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の送付 

  平成３１年１月 

● 国民年金保険料について、インターネット上でクレジットカード決済ができる 

  サービスの開始 

● 口座振替利用促進の勧奨の実施 

● 平成３０年分公的年金等の源泉徴収票の送付（年次分） 

  平成３１年３月 

● 国民年金の特定付加保険料制度終了（３月末） 

● 年度末収納対策用納付書の送付 

  平成３１年２月 

● 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付 

● 国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の送付 

  平成３０年１２月 

● 年末収納対策用納付書の送付 
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  平成３０年１０月 

● 国民年金保険料特定付加保険料制度のお知らせの送付 
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申請全額免除等の継続申請にかかる取扱いが改正されます 
（国民年金部） 
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 平成３０年７月１日から日本年金機構において、納付猶予に該当する被保険者が、翌

年度以降に全額免除に該当することが把握できる場合（納付猶予の継続承認を受けた被

保険者から翌年度以降は全額免除を優先して審査することを希望する意思表示があった

場合のみ）は、申請書等の提出を省略できるよう改正されます。 

※平成３０年７月から国民年金保険料免除・納付猶予申請書の様式を変更したうえで、

平成３１年７月以降の継続免除の審査時以降実施されます。 

 なお、平成３０年７月の継続免除の審査は、従前のとおりとなりますので、ご留意願

います。 

 

 

 下記のとおりです。 

 

 

 

概要 

対象者 

１ 

 法第９０条第１項の規定による免除（審査の対象となる被保険者、世帯主又は配

偶者のいずれもが、同項第１号、第３号又は第４号のいずれかに該当することによ

り承認される場合に限る。）該当者。 

２ 

 国民年金法の一部を改正する法律（平成１６年法律第１０４号）附則第１９条第

２項の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改

正する法律（平成２６年法律第６４号）第１４条第１項の規定による納付猶予（審

査の対象となる被保険者又は配偶者のいずれもが、それぞれ同項第１号又は第２号

において規定する国民年金法第９０条第１項第３号若しくは第４号のいずれかに該

当することにより承認される場合に限る。）該当者。 
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 国民年金保険料免除・納付猶予申請書の⑭継続希望区分の「１．」で「はい」を選択

した方が、「２．」でも「はい」を選択して申請を行った場合で、納付猶予が承認され

た場合には、翌年度以降の継続審査を行う際に、全額免除の審査を優先して行い、該当

した場合には全額免除の承認を行います。 

 また、全額免除に該当しなかった場合には、納付猶予の審査を行い、該当した場合に

は納付猶予の承認を行います。納付猶予にも該当しなかった場合には却下となります。 

※一度、全額免除が承認になった方に対しては、翌年度以降は全額免除のみの審査を行

なうことになります。そのため、全額免除に該当しなかった場合には、却下となります。  

 納付猶予の審査を希望される場合は、あらためて申請を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 お客様から旧帳票で提出された場合で、継続免除を希望するお客様から「免除・納付

猶予申請書」を受け付けたときは、「⑭継続希望区分」の「２．」の内容の確認を行い、

確認の結果について、備考欄に記載してください。 

【記載例】      

 

 

 

 

 制度施行時に、納付猶予が継続承認されている方に対して、平成３１年７月の継続免

除審査で全額免除を優先して審査することを希望するかの意思確認書の送付を行います。 

 ※意思確認書の提出がない場合は、従来どおり納付猶予のみ審査を行います。 

＜実施時期＞ 

 平成３１年１月頃（予定） 

⑮
備考

⑭
継続希望
区分

１．「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します。（はい・いいえ）

２．１で「はい」と回答した方に伺います。納付猶予が承認された次の年度において全額免除の審査基準に該当する場合、その年度

　　以降は全額免除を希望しますか。（はい・いいえ）

次年度以降に全額免除の審査を希望する場合の手続き方法等 

旧帳票で提出があった場合 

意思確認書の送付及び送付スケジュール 

⑮
備考

⑭
継続希望
区分

１．「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します。（はい・いいえ）

２．１で「はい」と回答した方に伺います。納付猶予が承認された次の年度において全額免除の審査基準に該当する場合、その年度

　　以降は全額免除を希望しますか。（はい・いいえ）

『⑭「２．」はい』又は『⑭「２．」いいえ』等 
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年金相談の予約受付専用電話の開設のお知らせ 
（相談・サービス推進部） 

July2018＜Vol.５1＞    

 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 日本年金機構では、年金の相談やお手続きの際にお客様をお待たせしないため、

平成２８年１０月から全国の年金事務所で相談予約を開始しました。 

 現在では約６割のお客様に相談予約をご利用いただいております。 

 今回、ご予約のお電話がつながりやすくなるよう、相談予約の受付専用電話番号

を新たに開設しました。 

 是非、住民の皆様へご利用いただきますようご案内をお願いいたします。 

 

 

 

 

 ※予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。 

 ※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。 

 ※お近くの年金事務所でも受付しています。  

予約受付専用番号 
  

 ０５７０ー０５ー４８９０（ナビダイヤル） 

受付時間 
 ８：３０～１７：１５ 
（土日祝日及び年末年始を除く） 

ゴ     ヨ ヤ ク ヲ 

ご予約いただくと･･･ 
 ① お客様のご都合にあわせて、スムーズに 
   相談できます！ 
 ② 相談内容にあったスタッフが事前に準備 
   のうえ、丁寧に対応します！ 

                                  ８：３０～１８：００（月曜日） 
                                  ８：３０～１６：００（火～金曜日） 
                                  ９：３０～１５：００（第２土曜日） 

 ＊月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に１８：００まで予約相談を実施しています。 

年金相談・お手続きの際は 

 

 

をご利用ください。 

予約相談 

予約相談の実施時間帯  
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５年後納制度の終了に伴いお知らせをお送りします 
（事業推進統括部） 
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 平成２７年１０月１日から、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法

等の一部を改正する法律」に基づき、過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付

することができる後納制度が施行されました。 

 この制度は、国民年金保険料の納付機会の拡大を図り、無年金・低年金を防止するこ

とを目的として、平成２７年１０月１日から平成３０年９月３０日までの３年間に限り、

納め忘れた国民年金保険料を納めることができる制度です。  

 

 後納制度が平成３０年９月３０日で終了することから、より多くの方に当該制度を周

知し利用を促進するため、後納可能な未納期間を有する全ての対象者にお知らせをお送

りすることとしています。 

 お知らせの様式は、本誌１２頁～１３頁をご覧ください。 

  

◆ お知らせの送付対象者および送付時期 
 

 

 

 

 

 

 

◆お問い合わせ先 

 後納制度に関するお客様からのお問い合わせは、下記『ねんきん加入者ダイヤル』を

ご案内ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

送付対象者 送付時期 送付件数 

平成２５年８月から平成２８年４月に 
国民年金保険料の未納期間を有する方 

平成３０年７月２０日から８月１０日 
（６回に分けて発送） 

約６００万件 

・問い合わせ先の名称  ねんきん加入者ダイヤル 

・電話番号 ０５７０－００３－００４（ナビダイヤル） 

 ０５０から始まる電話でおかけになる場合は 

 （東京）０３－６６３０－２５２５ 

〈受付時間〉 

 ●月～金曜日   午前８：３０～午後７：００ 

 ●第２土曜日   午前９：００～午後５：００ 

 ・祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。 

＊ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内  

 通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）から  

 おかけになる場合は通常の通話料金がかかります。 

＊「（東京）０３－６６３０－２５２５」の電話番号におかけになる場合は、通常の  

 通話料金がかかります。 

＊「０５７０」の最初の「０」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になって           

 いるケースが発生していますので、おかけ間違いにはご注意ください。  
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◆お知らせの様式（表面）   
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か
し
て
か
ら
は
が
し
て
く
だ
さ
い
）

○
差
出
人
及
び
宛
先
不
明
時
の
返
送
先

〒
1
6
8
-8

5
0
5

東
京
都
杉
並
区
高
井
戸
西
三
丁
目

5
番

2
4
号

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
x

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
ＸＸ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ9

9
9

9
9

9
9

-

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

X

9
9

9
9

-
9

9
9

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ

　

保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
ご
相
談
は

『
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
』
へ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｘ
０
５
７
０
－
０
０
３
－
０
０
４

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に
な
る
場
合
は
、

　
　
（
東
京
）
０
３
－
６
６
３
０
－
２
５
２
５

※
祝
日
（
第
２
土
曜
日
は
除
く
）
、
１
２
月
２
９
日
～
１
月
３
日
は
ご
利
用

　
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

1
8
0
7
 1

0
3
1
 0

0
0

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.n
e
n

k
in

.g
o
.j

p
/

詳
し
く
は
、

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

検
索

日
本
年
金
機
構

○
一
般
の
固
定
電
話
か
ら
お
か
け
に
な
る
場
合
は
、
全
国
ど
こ
か
ら

　
で
も
市
内
通
話
料
金
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

○
一
般
の
固
定
電
話
以
外

(携
帯
電
話
等

)か
ら
お
か
け
に
な
る
場
合

　
は
、
通
常
の
通
話
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

○
「
０
５
７
０
」
の
最
初
の
「
０
」
を
省
略
、
市
外
局
番
を
つ
け
る

　
な
ど
、
間
違
い
電
話
と
な
る
ケ
ー
ス
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
お
か
け
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
※
通
常
の
通
話
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

　

受
付
時
間

月
～
金
曜
日
　
午
前
８
：
３
０
～
午
後
７
：
０
０

第
２
土
曜
日
　
午
前
９
：
０
０
～
午
後
５
：
０
０

便
郵

は
が

き
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◆お知らせの様式（裏面）   

　

照
  
会

  
番

  
号

　
　

 国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
方
へ

 後
納
制
度
の
利
用
期
限
は
平
成

3
0
年

9
月

3
0
日
ま
で

作
成

年
月

日

9
9

9
 9

9
9

 9
9

9
 9

9
9
　

　 平
成

3
0
年
●
月
●
日
　

②
後
納
制
度
の
利
用
期
限

　 　
◆
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
か
ら
２
年
を
過
ぎ
る
と
時
効
と
な
り

　
　
納
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
◆
過
去
５
年
以
内
の
期
間
に
納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
付
で
き
る
「
５

　
　
年
後
納
制
度
」
が
平
成
２
７
年
１
０
月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　

　
　

　
　
　
※

3
:納
付
書
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

①
将
来
受
け
取
る
年
金
が
増
額
し
ま
す

　 　
１
カ
月
分
の
後
納
保
険
料
の
納
付
で
増
額
す
る
老
齢
基
礎
年
金
額
の
目
安

　
7
7
9
,3

0
0
円
（
※

1
）

4
8
0
カ
月
（

4
0
年
×

1
2
カ
月
）

　

　
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
＝

  
約

1
,6

2
4
円
（
年
額
）

　
　
　
※

1
:平
成

3
0
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
額
　

7
7
9
,3

0
0
円
（
満
額
）
　

　
　
（
例
）

1
2
カ
月
分
の
後
納
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合

　
　
　
　
　

1
,6

2
4
円
×

1
2
カ
月
＝
約

1
9
,4

8
0
円
（
年
額
）

　 ◆
５
年
後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

　
「
国
民
年
金
後
納
保
険
料
納
付
申
込
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

◆
既
に
申
込
み
さ
れ
た
期
間
は
、
申
込
書
の
提
出
は
不
要
で
す
。

　

年
度

後
納
可
能
月
数

保
険
料
月
額

平
成

2
6
年
度

0
1
5
,5

9
0
円

平
成

2
7
年
度

1
2

1
5
,7

6
0
円

平
成

2
8
年
度

1
1
6
,2

6
0
円

平
成

2
5
年
度

2
1
5
,5

8
0
円

合
計

1
5

ー

②
年
金
を
受
け
取
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

　 　
老
齢
年
金
の
受
給
に
は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
、
免
除
さ
れ
た
期
間

　
合
算
対
象
期
間
（
※

2
）
の
合
計
が
２
５
年
必
要
で
し
た
が
、
平
成
２
９
年

　
８
月
か
ら
１
０
年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

　
※

2
:合
算
対
象
期
間
…
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
な
い
が
、
受
給
資
格
期
間
に
算
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
る
期
間
（
昭
和
６
１
年
３
月
ま
で
の
間
で
厚
生
年
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
の
加
入
者
の
配
偶
者
で
あ
っ
た
期
間
等
）

　

①
平
成

2
5
年

8
月
～
平
成

2
8
年

4
月
の
後
納
可
能
月
数

　
　

　

◆
ご
希
望
の
方
は
、
裏
面
の
「
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
ご
連
絡

　
ま
た
は
、
最
寄
り
の
年
金
事
務
所
へ
こ
の
ハ
ガ
キ
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
書
は
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
入
手
で
き
ま
す
。

１
．
後
納
に
よ
り
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト

２
．
後
納
可
能
月
数
・
後
納
制
度
の
利
用
期
限

３
．
後
納
保
険
料
の
納
付
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す

○
平
成
３
０
年
●
月
●
●
日
現
在
の
デ
ー
タ
で
作
成
し
て
い
ま
す
。
表
示

　
し
て
い
る
月
数
以
外
に
も
後
納
可
能
月
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
4
8
0
カ
月
を
超
え
る
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
後
納
可
能
月
数
の
う
ち
、
一
部
の
月
の
み
納
付
も
可
能
で
す
。

後
納
の
手
続
き

　
平
成
３
０
年
９
月
２
８
日
（
金
）
ま
で

(※
3
)

保
険
料
の
納
付

　
平
成
３
０
年
９
月
３
０
日
（
日
）
ま
で
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２０歳到達の方へ「ねんきんネット」のアクセスキー通知を送付します 
（事業企画部） 

July2018＜Vol.５1＞    

 平成３０年６月より、平成３０年４月以降に新たに公的年金制度に加入された方へ
「ねんきんネット」のアクセスキー通知をお送りしています。 
 アクセスキーがあれば、その場ですぐに「ねんきんネット」のユーザＩＤを取得でき、
２４時間いつでもご自身の年金記録を確認することができます。 
 また、学生納付特例申請書などの届出作成支援機能や、国民年金保険料控除証明書な
どの通知書再交付機能があり、大変便利です。 
 ２０歳を迎え国民年金に加入される方には、アクセスキー通知を活用した「ねんきん
ネット」のユーザＩＤ取得及び利用を、是非周知していだきますようお願いいたします。 

 ＜アクセスキー通知をお送りする対象者＞ 
 ① ２０歳に到達し国民年金に加入された方（国民年金１号・３号被保険者） 
 ② ２０歳前に厚生年金・船員保険・共済組合の公的年金制度にはじめて加入をされた方 
   などはじめて基礎年金番号を取得された方 

 

 ＜送付時期＞ 
 上記①の方・・・２０歳到達月の約３か月後 
 上記②の方・・・資格取得月の約２か月後 
 
 ※ このアクセスキー通知を送付するのは、１人の方につき１度のみです。 
  ２０歳前の厚生年金加入等により、通知対象となった方は２０歳到達による国民年金 
  加入時には通知の送付はされませんので、ご案内の際には注意してください。 

こちらに 
「ねんきんネット」のアクセスキーを
印字しています！ 

QRコードから 
利用登録画面に 
簡単アクセス！ 

注：ユーザＩＤ取得には、基礎年金番号が必要です。 



15 

２０歳到達者への届出勧奨に同封しているリーフレットについて 
（事業推進統括部） 

July2018＜Vol.５1＞    

 ２０歳を迎える方に対し、国民年金被保険者関係届書とリーフレット等を同封し、

国民年金被保険者関係届書の届出勧奨を行っています。 

 平成３０年３月に国民年金被保険者関係届書が変更されたこと等を盛り込んだ様式

に変更しました。（リーフレットの１頁目） 

 また、市区町村及び年金事務所等からのご要望を踏まえ、手続きを分かりやすくす

るためのフローチャートを作成し（リーフレットの４頁目）、内容を変更しましたの

でお知らせします。 

 リーフレットの詳細につきましては、本誌１６頁～１９頁をご確認ください。 



16 July2018＜Vol.５1＞    

リーフレット 1頁目 



17 July2018＜Vol.５1＞    

リーフレット ２頁目 



18 July2018＜Vol.５1＞    

リーフレット ３頁目 



19 July2018＜Vol.５1＞    

リーフレット ４頁目 
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特別徴収事務ご担当者様へ 
（年金給付部） 

July2018＜Vol.５1＞    

介護保険料・国民健康保険料（税）・後期高齢者医療保険料・個人住民税の 
特別徴収担当課へ、ぜひ回覧くださいますようお願いいたします。 

公的年金からの介護保険料等の特別徴収における情報交換の留意事項 

 平素より年金業務について、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 
 公的年金からの特別徴収は、特別徴収依頼通知（年次）と各種異動通知（月次）に基
づき行っており、国民健康保険団体連合会、国民健康保険中央会及び地方税電子化協議
会（以下「経由機関」という。）を通じて日本年金機構（以下「機構」という。）へ通
知をいただいているところです。特別徴収事務をご担当される皆様に、公的年金からの
特別徴収における留意事項等をご紹介いたしますので、ご活用いただきますようお願い
いたします。  

〈 データ作成時の留意事項 〉 
 

１．資格喪失等通知について 

 特別徴収各種異動情報の資格喪失等の通知について、本来、転出等により停止とする
ところを誤って死亡（コード41-01）を原因とする資格喪失等通知を行うと、公的年金
からの特別徴収が停止になるとともに、年金の支払いも停止となりますので、通知の際
は十分ご注意ください。 
 

２．住所地特例対象者に住所変更があった場合について 

 Ａ市からＢ市へ転出後も、住所地特例対象者としてＡ市で介護保険料を特別徴収して
いる方が再びＡ市へ転入した場合、機構から経由機関を通じて、Ａ市へ特別徴収追加候
補者情報「30-02（住所変更者）」を送付しています。 
 この情報により、国民健康保険料（税）または後期高齢者医療保険料の特別徴収を開
始する場合は、特別徴収継続中の介護保険料については特別徴収追加依頼通知を「31-
0３（非対象者）」ではなく「31-01（対象者）」で通知くださいますようお願いいた
します。 
 ※介護保険料の特別徴収追加依頼処理結果通知は「3１-5１（相関性エラー）」となりますが、介護
保険料の特別徴収は継続されます。 

 上記の例において、介護保険料の特別徴収追加依頼通知が「31-03（非対象者）」の
場合、国民健康保険料（税）、後期高齢者医療保険料の特別徴収追加依頼通知が経由機
関においてエラーとなりますのでご注意ください。 
 

３．特別徴収の対象となる年金について 

 老齢厚生年金および老齢基礎年金を受給している６５歳以上の方について、特別徴収
の対象となる年金は老齢基礎年金のみです。よって、老齢基礎年金の年金額が政令で定
める額（年額１８万円）以上である場合に、機構から経由機関を通じて各市区町村へ特
別徴収対象者通知「00-01（新規者）」または「00-02（継続者）」を送付していま
す。 
 ※例年１月に送付している公的年金等支払報告書の年金額は老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計額と
なっています。そのため公的年金等支払報告書の金額が、年額１８万円以上の方であっても、特別徴収
対象とはならない場合がありますのでご注意ください。 
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〈 データ送信時の留意事項 〉 
 

 特別徴収依頼通知（年次）および各種異動通知（月次）（以下「特別徴収依頼通
知等」という。）の情報交換時において、送信漏れや操作誤り等により、経由機関
に正しくデータ送信がされず、適正に特別徴収ができなくなった事象が発生してお
ります。 

 過去の事例をご紹介いたしますので、十分ご留意くださいますようお願いいたし
ます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市区町村様におかれましては、データの取り込み作業手順の確認や経由機関への
データ送信後の送信結果の確認についてご徹底いただくとともに、データ作成等を
委託している場合は、委託業者への注意喚起や委託業者が作成したデータの確認を
複数人で行うなどチェック体制を強化していただきますようお願いいたします。 

 中でも、特別徴収依頼通知（年次）の情報交換は、１年間の特別徴収の実施の可
否や徴収金額をお知らせいただく大変重要な通知となります。細心の注意を払い、
特別徴収依頼通知の作成及び送信を行っていただきますようお願いいたします。 

 データの送信漏れ等により、機構において特別徴収依頼通知が収録できなかった
場合、その対象者については当該年度の特別徴収を行うことができず、普通徴収で
ご対応いただくことになります。 

 

事例２ 

 経由機関に特別徴収依頼通知等データを送信したが、送信結果の確認を
失念し、受信エラーとなっていることに気付かず、正しいデータを送信で
きなかった。 

事例３ 

 特別徴収依頼通知等のデータ作成を委託していた委託先の業者のミスに
より、誤ったデータを経由機関に送信してしまった。 
 

事例１ 

 送信時のデータ取り込み作業手順の誤り等により、経由機関に特別徴収
依頼通知等データが送信されなかった。 
 

 

介護保険料等特別徴収にかかる情報交換に関する市区町村様からのお問合せ先 
 
日本年金機構 年金給付部 給付業務調整室 給付業務調整グループ 03-5344-1100（代表） 
※年金受給権者様からのお問合せ先は、お近くの年金事務所または年金ダイヤル（0570-05-1165）をご案内願い
ます。 
 
日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp）に特別徴収に関するＱ＆Ａを掲載しています。 
年金受給者の方がインターネットをご利用可能であれば、ぜひご案内ください。 
トップページ⇒上部メニュー「年金Ｑ＆Ａ」⇒「年金の受給」 ⇒「全てに共通する制度」⇒「年金からの介護保険料
などの徴収」 
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平成３０年度「わたしと年金」エッセイを募集しています！ 
（相談・サービス推進部） 
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 「わたしと年金」エッセイの募集に

あたっては、専用のポスターやリーフ

レットを用意しています。 

 

 募集期間中のポスター掲載やリー

フレットの設置について、是非ともご

理解とご協力をお願いします。 

●主催、後援 
 主催：日本年金機構 
 後援：厚生労働省、文部科学省、全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会 
●応募資格 
 一般、学生・生徒（中学生以上） 
●応募締切 
 平成３０年９月１４日（金）当日消印有効 
●提出先 
 〒１６８ー８５０５ 東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 

  日本年金機構 相談・サービス推進部 

  サービス推進グループ「わたしと年金」担当 

 

※ 詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。 http://www.nenkin.go.jp 

 日本年金機構では、市（区）役所または町村役場をはじめ関係機関・関係団体の協力の

もと、地域に根ざした公的年金制度の周知・啓発活動を「地域年金展開事業」と位置付け、

積極的に実施しているところです。 

 

 その一環として、広く国民の皆さまに公的年金制度との関わりをあらためて考えていた

だく機会として、「わたしと年金」をテーマに、応募者ご自身やご家族との公的年金制度

の関わりや、公的年金の大切さなどに関するエッセイを募集しています。 

 

 募集した作品の中から厳正な審査のうえ、優れた作品について、厚生労働大臣賞、日本

年金機構理事長賞、その他各賞を選定し、受賞者の方に表彰状の授与や記念品を贈呈する

ほか、作品を日本年金機構ホームページへ掲載します。 

 

 また複数年にわたり、ご協力をいただいている教育機関に対する感謝状の授与を行い、

幅広く長期にわたり、年金に思いを馳せていただくための取組をおこなっております。 
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マイナンバーによる手続きが開始されました 

広報の広場 
市区町村広報紙の原稿にご利用ください！ 

 平成３０年３月５日から、市区町村及び年金事務所の窓口では、国民年金の加入手

続きや国民年金保険料の免除の申請、老齢基礎年金の請求の手続きがマイナンバーを

使用して行えるようになりました。 

 マイナンバーで手続きを行う時は、マイナンバーカード等のマイナンバーが確認で
きる書類、本人の身元が確認できる書類を市区町村又は年金事務所の窓口に提示する
必要がありますので、確認ができる書類を窓口に持参してください。 
 ※マイナンバーの記載が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を使用して各種手続 

  きを行うこともできます。 

 ※国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書等、一部マイナンバーを使用できな  

  い手続きもあります。 
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【本人が年金相談・届出等を行う場合】 
 本人のマイナンバー、身元が確認できるマイナンバーカードを持参してください。 
 ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、①のマイナンバーが確認できる書類、 
  ②の身元が確認できる書類、の両方を持参してください。 

   ①通知カード、個人番号が記載された住民票の写し 

   ②運転免許証、旅券（パスポート）、在留カード等 

 
【代理人の方が年金相談・届出等を行う場合】 
 本人のマイナンバーが確認できるマイナンバーカードの写し（コピー）、代理権が
確認できる委任状等、代理人の方の身元が確認できる書類、の３種類を持参してくだ
さい。 
 ※マイナンバーカードが確認できる書類、身元が確認できる書類は、ご本人が手続 
  きを行う場合の書類と同じです（上記①及び②をご確認ください）。 
 ※その他の確認書類の詳細は、市区町村担当窓口又は最寄りの年金事務所にお問い 
  合わせください。 

マイナンバーで手続きを行う際は、以下の書類を持参してください 
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 平成３０年３月５日から、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークの情報を基に

年金受給権者の方の氏名変更を行うことにより、年金受給権者の方の氏名変更届の届

出が原則不要となりました。 

 年金受給権者の方が氏名を変更した時は、日本年金機構から、変更後の氏名の年金

証書への交換や年金振込先金融機関の口座名義の変更手続きをご案内する「氏名変更

のお知らせ」が送付されますので、必要な手続きを行ってください。 

 ※日本年金機構でマイナンバーが未収録となっている方や、海外居住等でマイナン 

  バーが指定されていない方は、引き続き氏名変更届の届出が必要です。 

 ※日本年金機構のマイナンバーの収録状況は、「ねんきんネット」から確認するこ 

  とができます。 
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年金受給権者の氏名変更届の届出が原則不要となりました 

納付書での支払ならPay-easy（ペイジー）が便利です！ 

 Pay-easy（ペイジー）なら、自宅や外出先から、夜間や休日でも納付ができ、便

利です。 

 納付書の左側に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」を
Pay-easy（ペイジー）対応のＡＴＭ、インターネットバンキングまたはモバイルバ
ンキングの画面に入力するだけで納付できます。 
 ただし、コンビニエンスストア内に設置されている複数の銀行に対応しているＡＴ
Ｍでは利用できませんのでご注意ください。 

国民年金保険料は口座振替がお得です！ 

 国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。 

 口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々５０円割引

される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「６か月前納」、「１年前納」、

「２年前納」もあり、大変お得です。 

 口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参の

うえ、ご希望の金融機関または年金事務所へお申し出ください。 



編集後記 

地域の独自情報 
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 夏といえば、花火ですよね。全国各地で開催される花火大会に向けて豆知識を一つ。

ドーンと轟き、大輪を咲かせる直前の「ヒュ～～～♪」というあの音。打ち上げられ

る時に、空気を切り裂いて発生する音かと思いきや、期待感を高めるために、わざと

付けられた効果音なんだそう。確かにあの音が長くなるほど、期待が膨らみますよね。 

 さて、「かけはし」は、これからも皆様方のご意見・ご要望をいただきながら、様々

な情報を提供していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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